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　生後３ヶ月以上の犬を飼われるときには、狂犬病予防法に基
づく犬の登録と、毎年１回の狂犬病予防注射が義務付けられて
います。
　集合注射を次のとおり実施しますので、最寄りの会場で接種
してください。

　平成24年に外国人登録法が廃止され、現在お持ちの
「外国人登録証明書」は「特別永住者証明書」に切り替える
必要があります。
　お手持ちの証明書(カード)をご確認いただき、切り替え
がまだお済みでない方は申請期間までに手続きをしてくだ
さい。

　公的個人認証サービスの電子証明書の有効期限は３
年間です。電子証明書が失効しますと、e-Tax（電子申
告）などのサービスが利用できなくなります。
　ご自身で有効期限を確認のうえ、更新を希望される方
は手続きをしてください。有効期限の３か月前から手続
き可能です。

　国民年金は誰もが加入する制度です。日本に住
んでいる２０歳以上６０歳未満のすべての方は、国民
年金に加入することになります。
　加入者は、職業などによって３つのグループに分
かれており、それぞれ加入手続きが異なります。

第１号被保険者
　自営業者、学生、フリーター、無職の方などです。
加入手続きはご自分で、役場住民課または分庁総
合窓口課で行います。

第２号被保険者
　会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合
に加入されている方です。加入手続きは勤務先が
行います。

第３号被保険者
　第２号被保険者に扶養されている配偶者の方で
す。加入手続きは第２号被保険者の勤務先を経由
して行います。

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用にな
れます。
　口座振替をご利用されると、保険料が自動的に引き
落とされるので、金融機関などに行く手間が省けるう
え、納め忘れもなくなり便利です。
　また、口座振替には、月 ５々０円割引される早割制度
や、現金納付よりも割引額が多い６ヶ月前納・１年前納・

２年前納もあり、大変お得です。
　口座振替を希望される方は、納付書又は年金手帳と通
帳、金融機関の届出印をご持参のうえ、住民課、分庁総
合窓口課又は年金事務所へお申し出ください。

有効期限の確認方法
　お手持ちの電子証明書の写しでの確認又は、
　公的個人認証サービス利用者クライアントソフト
　「自分の証明書」→「証明書表示」による確認
※有効期限内であっても、住所・氏名・性別・生年月日に
変更があれば失効します。

更新手続きに必要なもの
①住民基本台帳カード
②本人確認できる資料
　（運転免許証、パスポートなど顔写真つきの証明書）
③発行手数料５００円
④電子証明書のパスワード（パスワードの入力が必要）

　予防注射は、集合注射以外に、個別に動物病院で受けることができます。
　４月から鳥取県西部地区の動物病院で、犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付手続きが
できるようになります。
　予防注射を受けるときは、３月にお送りする通知をお持ちください。通知がないと、動物病
院では注射済票の交付はできません。

【問い合わせ先】 地域整備課　環境整備室　☎６８－５５３９

※玄関前掲示用犬シールも取り扱っています。 
　１枚８０円

手数料 役場に登録済みの場合　　3，0５０円
まだ登録されてない場合　6，0５０円

内訳 注射済票交付手数料　　５５０円
狂犬病予防注射料　　２，5００円
新規登録手数料　　　３，０００円

狂犬病予防注射実施のお知らせ特別永住者の方へお知らせ

電子証明書の更新手続き 国民年金の加入方法

国民年金保険料の納付は口座振替がお得です！！

時間 ところとき

4／3（金）

4／6（月）

4／7（火）

とき

4／8（水）

4／9（木）

立岩公民館13：30～13：50
農協八郷支所下選果場14：10～14：30
B＆G海洋センター14：50～15：10
岸本保健福祉センター13：30～14：10
農村環境改善センター14：25～14：55
添谷車庫跡13：30～13：40
富江公民館13：50～14：00
大瀧集会所14：10～14：20
大坂公民館14：30～14：40
根雨原公会堂14：50～14：55
白水公民館15：05～15：10
宮原作業場15：20～15：30
谷川公民館15：40～15：50

ところ時間
大江公民館13：30～13：35
大平原公民館13：45～13：50
金屋谷公会堂14：00～14：10
岩立交流館14：20～14：25
溝口分庁舎14：40～15：10
上代学校前13：30～13：40
畑池公民館13：50～14：00
上の名公民館14：10～14：20
二部公民館14：30～14：40
三部二区公民館14：55～15：05
荘中央公民館15：20～15：30
中祖公民館15：40～15：50
宇代公会堂16：00～16：10

日　程

個別接種について

木嶋動物病院(伯耆町) ６８－５３００ ａｉ動物クリニック(米子市) ３５－００３１
しん動物病院（米子市） ５６－２１８０ ふじい動物病院(米子市) ２１－８８０８
山本動物病院(米子市) ３２－０９００ やじまアニマルクリニック(境港市) ４７－１５５０
ヒルズ動物病院(米子市) ３６－９２７６ たかもり動物病院(境港市) ４４－８１７１
レオ動物病院(米子市) ３０－２７３５ よしの犬猫病院(境港市) ２１－７５４１
米子動物医療センター(米子市) ３２－８０８２ ナスパル動物病院(大山町) 0858－58－2060
山崎動物病院(米子市) ２４－４０７６ 産業動物臨床研究所(大山町) ５３－８８３３

　　　病院名（所在地） 　   電話 　　　 病院名（所在地） 　　　電話
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【問い合わせ先】 住民課　☎68－3115

手続き場所　住民課または分庁総合窓口課

申請期間
　2015年(平成27年)7月8日まで(次回確認申請期間が2015
年7月9日以降の方は、次回確認期間の始期である誕生日まで)
※16歳未満の方は16歳の誕生日

申請に必要なもの
　「外国人登録証明書」、顔写真1枚(縦4cm、横3cm、正面、無
帽、無背景で3か月以内に撮影されたもの)、パスポート(有効期
限内のものをお持ちの方のみ)

※申請期間が近付きますと窓口が混雑しますので、早めの手続きをお願いします。
　なお、「特別永住者証明書」は申請から約２週間後に申請された役場に受取りに

来ていただきます。

外国人登録証明書⇒
特別永住者証明書への切り替え手続き

＜外国人登録証明書＞

＜特別永住者証明書＞

【問い合わせ先】 住民課　☎６８－３１１５

【問い合わせ先】
日本年金機構米子年金事務所 ☎34－6111
住民課 ☎68－3115

【問い合わせ先】
米子年金事務所 ☎34－6111
住民課 ☎68－3115

手続きする場所
住民課または分庁総合窓口課
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